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教育委員会（小・中・高） 令和　1　年

支払区分 　所属コード 　年  末  調　整　調　書
2

社会保険料控除 小規模企業等

社会保険料控除

（控除分）

×××××× ① ③ ⑦ ⑩ ⑫ ⑭

② ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1

123456 8,875,004 3,189,602 300,000 118,294 142,582 371,647

6,787,503 3,597,000 1,770,000 1,332,172 80,000 7,430 298,000 73,647 - 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0

×××××× 30 1,826,659 101,808

Ｎ 218,806 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

×××××× 34 6,354,575 1,325,052 1,000,000 2,500 264,458

4,541,600 3,216,000 380,000 260,000 680,302 2,500 2,250 228,800 35,658 - 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

×××××× 10 5,299,595 1,192,633 4,500 23,037 164,399

3,696,800 2,504,000 380,000 786,614 26,019 156,100 8,299 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

×××××× 10 5,625,891 1,291,273 59,673 167,076 330,800 H27/10/22 185,837

Ｚ 3,959,200 2,667,000 380,000 825,644 74,919 10,710 169,200 33,081,527 0 185,837 - 1 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0

算出年税額 ＝ ④(1,000円未満切捨）×税率（Ａ）－控除額（Ｂ）

税率（Ａ） 控除額（Ｂ）

1,950,000円以下  5% －

1,950,000円超 3,300,000円以下 10% 97,500円

　　　　　　　　⑤＝基礎控除　380,000 3,300,000円超 6,950,000円以下 20% 427,500円

　配偶者控除　380,000 6,950,000円超 9,000,000円以下 23% 636,000円

　扶養親族　380,000×2 9,000,000円超 17,420,000円以下 33% 1,536,000円

　特定扶養親族（加算）　250,000×1

計 1,770,000 　　⑫＝住宅借入金等特別控除が算出年税額を上回る場合のみ、

４．　④＝②－③ 　　　　　住宅借入金等控除可能額を表示

　　⑬＝算出年税額から控除された住宅借入金等特別控除の額を表示

５．　⑮（100円未満切捨）＝(算出年税額－⑬)×102.1%

６．　⑯＝⑮－⑭

⑯
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１回目

居住開始
年月日 区

分

既納税額

差引年税額
（マイナスは０）

２回目

居住開始
年月日 区

分借入金等
年末残高

借入金等
年末残高

発令年月日 給与支給総額

給与所得控除後の金額

所得控除の額の合計額

課税給与所得額氏　　　　名

発令
事由

基礎・配偶者
扶養控除の合計

所　　得　　控　　除

○○○○　○○○

○○○○　○○○

○○○○　○○○

職員番号

○○○○　○○○

31. 4 .1

(介護医療保険料）

生命保険料控除 （旧個人年金保険料） 地震保険料控除

（配偶者の所得額）
（申告分） 共　済　掛　金

（新生命保険料）

(旧生命保険料）

3XXXXX

障
害

老
人配偶者特別控除

前
歴

年
調

（新個人年金保険料） （国民年金保険料）

（地震保険料C）
（旧長期）

配
偶
者

【年末調整調書の見方】     　　

１．　「令和1年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」により、①から②を算出する。

２．　③＝⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩＋⑪

３．　⑤＝所得税コードにより算出

　　　例　：　職員コード１２３４５６の職員の場合

○○○○　○○○

31. 4. 1

○○○○　○○○

31. 3.31

01.12.2

同
特

税
表

特
控

本人

特
定

年
少

同
老

他
普
通

扶養親族数

作成日　　令和　1　年　12　月　 6　日

1ページ

年末調整　１　回目

課税給与所得金額

過納税額　(-)
又は不足税額

所得税コード
障害者数

住宅借入金等
特別控除

住宅特別控除
可能額

特
別

30：退職

Ｎ：年調未済

34：死亡退職

10：採用

Ｚ：前歴分あり




